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扶
桑
町
の
公
共
下
水
道
は
平
成
19
年
４
月
１
日
に
供
用
開
始
し
て
か
ら
12
年
目

を
迎
え
、
平
成
30
年
４
月
１
日
に
新
た
に
約
16
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
供
用
開
始
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

　
公
共
下
水
道
を
整
備
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、多
く
の
建
設
費
用
が
か
か
り
ま
す
。

こ
の
費
用
の
一
部
を
下
水
道
が
使
え
る
よ
う
に
な
っ
た
地
区
の
方
に
負
担
し
て
い

た
だ
く
の
が
、
下
水
道
事
業
受
益
者
負
担
金
（
受
益
者
負
担
金
）
で
す
。

❖
受
益
者
負
担
金
と
は

　
公
共
下
水
道
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
生
活
環
境
が
向
上
し
、
快
適
な
生
活
を

送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
し
か
し
、
公
共
下
水
道
は
整
備
さ
れ
た
地

域
の
方
だ
け
が
利
用
で
き
る
施
設
で
、
町
民

の
方
の
税
金
の
み
で
下
水
道
の
建
設
費
を
ま

か
な
う
こ
と
は
、
著
し
い
不
公
平
を
招
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。「
受
益
者
負
担
金
制
度
」は
、

下
水
道
を
利
用
で
き
る
方
に
対
し
、
負
担
の

公
平
を
図
る
た
め
設
け
ら
れ
た
制
度
で
す
。

扶
桑
町
で
は
、
末
端
管
渠
整
備
に
使
わ
れ
た

相
当
額
の
費
用
を
、
土
地
の
所
有
者
等
に
負

担
い
た
だ
き
ま
す
。
な
お
、
負
担
金
は
土
地

に
１
回
限
り
の
賦
課
と
な
り
ま
す
。

（例）231㎡ ( 約 70坪 ) の土地を持つ場合

 　負担金額　231 ㎡× 400 円　　  ＝ 92,400 円

●１年 4期・5年 20期に分けて支払った場合

　  5,000 円（初年度第１期）　　　＝　5,000 円

　  4,600 円（残りの納期）× 19 回＝ 87,400 円

●初年度第１期までに全額納付された場合

　  納期前納付報奨金がついて、77,220 円

　※１期ずつ分けて納付する場合に比べ、全額　

　　を一括で納付した場合、報奨金がつくため、

　　15,180 円のお得です。

❖
受
益
者
負
担
金
の
算
出
方
法

　
負
担
金
の
額
は
対
象
の
土
地
面
積
に
、
１

㎡
あ
た
り
４
０
０
円
を
掛
け
て
算
出
し
ま
す
。

　
例
え
ば
、
１
０
０
㎡
の
土
地
を
持
つ
方
で

す
と
、
１
０
０
㎡
×
４
０
０
円
で
４
万
円
の

負
担
金
が
発
生
し
ま
す
。

❖
受
益
者
負
担
金
の
支
払
方
法

　
今
回
、
供
用
を
開
始
し
た
地
区
内
の
土
地

の
所
有
者
等
に
は
、
事
前
の
申
告
内
容
に
基

づ
い
て
、
７
月
初
旬
に
納
付
書
を
郵
送
し
ま

す
。（
口
座
振
替
の
方
に
は
、
口
座
振
替
通

知
書
を
郵
送
し
ま
す
。）

　
納
付
は
５
年
に
分
割
し
、
１
年
を
４
期
に

分
け
た
計
20
回
で
納
め
る
方
法
、
各
年
度
の

第
１
期
ま
で
に
１
年
分
を
一
括
で
納
め
る
方

法
及
び
残
り
の
負
担
金
を
一
括
で
納
め
る
方

法
の
３
通
り
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
第
１
期
の
納
期
限
ま
で
に
一
括
納

付
さ
れ
ま
す
と
納
期
前
納
付
報
奨
金
が
交
付

さ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
納
期
限
を
過
ぎ
ま
す
と
期
間
に
応

じ
延
滞
金
が
発
生
し
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

❖
受
益
者
が
変
わ
っ
た
ら

　
受
益
者
負
担
金
を
納
め
終
わ
る
前
に
相
続

や
売
買
等
の
理
由
で
受
益
者
に
変
更
が
あ
っ

た
場
合
は
、
す
み
や
か
に
役
場
へ
「
下
水
道

事
業
受
益
者
変
更
届
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
届
出
後
は
新
し
い
受
益
者
に
納
付
書
を

❖
受
益
者
負
担
金
の

　
税
務
上
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

　
事
業
ま
た
は
、
不
動
産
貸
付
な
ど
の
業
務

を
営
ん
で
い
る
方
は
、
業
務
に
使
用
し
て
い

る
部
分
に
つ
い
て
「
繰
延
資
産
」
と
し
て
、

そ
の
償
却
費
を
必
要
経
費
に
算
入
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　「
繰
延
資
産
」
と
は
、
不
動
産
所
得
、
事

業
所
得
、
山
林
所
得
又
は
雑
所
得
を
生
ず
べ

き
業
務
に
関
し
個
人
が
支
出
す
る
費
用
で
、

支
出
の
効
果
が
支
出
し
た
日
か
ら
１
年
以
上

に
及
ぶ
も
の
を
い
い
ま
す
。

　
業
務
に
使
用
し
て
い
る
面
積
（
㎡
）
に

４
０
０
円
を
乗
じ
て
繰
延
資
産
の
金
額
を
算

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
た
だ
し
、
納
期
前
納
付
報
奨
金
が
交
付
さ

れ
て
い
る
場
合
は
、
報
奨
金
を
差
し
引
い
た

額
が
繰
延
資
産
の
額
に
な
り
ま
す
。

　
申
告
に
関
す
る
こ
と
は
、
税
務
署
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

都
市
整
備
課　

内
線
２
８
６

送
付
し
ま
す
。
届
出
の
様
式
は
都
市
整
備
課

窓
口
の
他
、
扶
桑
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
に
も

あ
り
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

❖
下
水
道
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

　
　

都
市
整
備
課　

内
線
２
８
５
～
２
８
８

 
下
水
道
事
業

  
受
益
者
負
担
金
に
つ
い
て

下水道マスコットキャラクター
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